
【ワークショップは２部構成で行います。１部、２部の両方にご参加下さい。】

【お申し込み方法】

裏面の「事業継続力強化計画作成支援ワークショップ参加申込兼受付票」に、
必要事項をご記入の上、１１月２０日（金）１７：００までに、FAXまたはメールで送付くだ
さい。 申し込み後に、久留米市より受付票をご返信いたします。

※申込多数の場合は、お断りすることがございますのでご承知のほどお願いいたします。

２回シリーズのワークショップで専門家が計画書の作成をサポートします。
事業継続力強化計画を作成するにあたり、防災・減災等に関する知識不足、
計画の策定に不慣れ、忙しくて後回しなるなど、事業者の皆様の
不安・課題を解決。

お問い合わせ先 久留米市 商工観光労働部商工政策課 TEL:0942-30-9133

防災・減災、感染症対策に備えるため、

事業継続力強化計画の作成をサポートします

第１部（14:00～17:30） 第２部（14:00～17:00）

令和２年１１月２４日（火）
令和２年１１月２６日（木）

※両日とも同じ内容です。どちらかにご参加下さい。

令和２年１２月 ８日（火）
令和２年１２月１０日（木）

※両日とも同じ内容です。どちらかにご参加下さい。

◎導入：自然災害等に備える
～事業継続力強化計画とは～

◎策定１：アドバイスを受けながら
計画書の作成を開始します。

参加費
無料

◎策定２：専門家のチェックを受け、
計画書の仕上げを行います。

参加者は持ち帰り計画書を作成
※わからないこと等は専門家にメール等で相談

【事業継続力強化計画の国認定を受けると】

◎ 久留米市奨励金（一般枠10万円、緊急強化枠30万円）の
対象となります。

◎ （計画内の）対象の防災・減災設備が税制優遇されます。
◎ 国ものづくり補助金等にて優先的に採択されます。
◎ 信用保証枠の拡大、日本政策金融公庫による低利融資等の
金融支援を利用できます。

事前
予約制

【開催場所】

久留米ビジネスプラザ
（久留米市宮ノ陣４丁目２９−１１）

【事業継続力強化計画とは】
中小企業が行う防災・減災の事前
対策に関する計画を経済産業大臣
が認定する制度です。

短期間で やさしく
わかりや
すい


